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本手引に記載の法令等は、次のとおり省略しています。

なお、宮島地域では、風致地区のほかに、文化財保護法による特別史跡及び特別名勝の

指定や、自然公園法による瀬戸内海国立公園の特別地域の指定などを受けています。

そのため、本手引の許可基準のほかに、他法令の基準を満たす必要がありますので、そ

れぞれの許可権者と事前に協議を行うようにしてください。

代表的な規制

（風致地区に係る規制）

廿日市市建設部都市計画課 都市計画係 市役所６階

住所：廿日市市下平良一丁目１１番１号

TEL：０８２９－３０－９１９０

（文化財保護法に係る規制）

廿日市市教育委員会生涯学習課 市役所４階

住所：廿日市市下平良一丁目１１番１号

TEL：０８２９－３０－９２０５

（自然公園法に係る規制）

環境省中国四国地方環境事務所広島事務所 広島合同庁舎３号館１階

住所：広島市中区上八丁堀６番３０号

TEL：０８２－２２３－７４５０

（建築行為に係る規制）

廿日市市建設部建築指導課 市役所６階

住所：廿日市市下平良一丁目１１番１号

TEL：０８２９－３０－９１９１

法 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）

政令 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令

（昭和４４年政令第３１７号）

条例 廿日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平成２４年条例第３４号）

規則 廿日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則（平成２５年規則第５号）

この手引は、廿日市市長に許可申請等をする場合の取り扱いを示したものです。



目 次

１ 風致地区制度の概要

１－１ 制度趣旨 １

１－２ 本市の指定状況 ２

１－３ 許可権者 ３

１－４ 宮島地域における他法令の規制（参考） ３

２ 許可を要する行為

２－１ 許可を要する行為 ４

２－２ 許可が不要な行為 ５

３ 許可基準

３－１ 許可基準 ７

３－２ 許可の条件や注意事項 １０

４ 許可申請手続き

４－１ 許可申請の流れ １１

４－２ 許可申請の方法 １２

４－３ 標識の設置 １５

５ 協議及び通知を要する行為

５－１ 協議を要する行為 １６

５－２ 通知を要する行為 １６

様式集 ２０



１ 風致地区制度の概要

１－１ 制度趣旨

風致地区とは、都市における自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観を

維持するために定める都市計画の制度の１つです。（法第８条第１項第７号）

風致地区では、政令で定める基準に従い、条例を定めることによって、建築物の建築

等に対する規制を行うことにより、風致の維持を図っているものです。（法第５８条第

１項）

なお、これまでは、広島県が条例を定めていましたが、第２次一括法整備等政令の施

行に伴う政令の改正を受けて、平成２４年１２月１９日に本市が新たに条例を定めまし

た。（施行日：平成２５年４月１日）

紅葉谷公園



１－２ 本市の指定状況

本市の風致地区の指定は次のとおりです。

■宮島都市計画 厳島風致地区

《当初決定年月日》昭和１３年６月７日 内務省告示第２９４号

《最終決定年月日》令和元年６月１３日 告示第15号

《面積》3,022.2ha

宮島町伝統的建造物群保存地区を除く宮島都市計画区域内が厳島風致地区に指定されて

います。風致地区内で建築等の行為行う場合は条例が適用されます。（詳細は、P４の許可

を要する行為、P５の許可が不要な行為をご覧ください。）



１－３ 許可権者

廿日市市長

１－４ 宮島地域の他法令の規制（参考）

宮島地域における土地利用に関係する法規制は、都市計画法のほかに、文化財保護法、

自然公園法、都市公園法、森林法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、鳥

獣保護及狩猟ニ関スル法律、砂防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止策の推

進に関する法律、景観法など多くのものがあります。

文化財保護法では、全島が特別史跡及び特別名勝に指定され、さらに弥山山頂付近の

158haが天然記念物（瀰山原始林）となっています。

自然公園法では、全島が瀬戸内海国立公園の特別地域に指定され、さらに特別保護地

区、第１種特別地域、第２種特別地域、第３種特別地域に分けられています。

都市公園法では、弥山山頂付近から市街地付近までの421.8ha が都市公園（風致公

園）に指定されています。

森林法では、市街地や集団施設地区等を除き、2,350haが風致保安林に指定されて

います。

また、景観法では、全島が景観計画区域（廿日市市全域を指定）に指定されています。

このように、宮島地域では、多くの土地利用に関係する法規制がかかっています。こ

れは、宮島が太古の時代から守られてきた社寺仏閣や伝統行事などの文化的・歴史的資

源や、瀰山原始林や瀬戸内海などの自然環境との調和によって構成された、日本を代表

する景勝地「宮島」を保全し、後世に守り続けるためのものです。



２ 許可を要する行為

２－１ 許可を要する行為

次に掲げる行為を行う場合、許可が必要です。（条例第２条第１項）

（１）建築物の新築、改築、増築又は移転

（２）工作物の新築、改築、増築又は移転

（３）建築物及び工作物の色彩の変更

（４）宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更（以下「宅地の造成等」とい

う。）

（５）水面の埋立て又は干拓

（６）木竹の伐採

（７）土石の類の採取

（８）屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

屋外広告物の表示等については、許可を要する行為に該当しません。ただし、工作物

である屋外広告物については、工作物として許可が必要になります。なお、屋外広告物

は、広島県屋外広告物条例により、宮島全島が禁止地域に指定されています。（７㎡以

下の自己看板のみ設置可能です。）

宮島の歴史は、嚴島神社の創建により始まったといえます。太古の時代から島への信仰

はなされてきたと考えられますが、社殿の創建は推古天皇即位元年（593 年）と伝えら

れています。また、弘仁２年（811年）に初めて日本の歴史上に記録され、「日本後紀」

には伊都岐島神を名神に列しています。

平安末期、安芸守であった平清盛は嚴島神社への信仰が厚く、仁安３年（1168年）頃

には現在のような規模の社殿が造営されています。その後、平家一門の中央での権勢が増

大するにつれて、承安４年（1174年）の後白河上皇、建春門院をはじめ、都の貴族等の

間に嚴島神社詣が盛んとなり、その結果平安文化がもたらせるようになったようです。

その後、人や文化の交流は宮島を舞台に盛んに行われてきましたが、宮島に人が住み、

まちの形態を備えるようになったのは室町時代に入ってからのことです。

信仰の地としてだけでなく交易が行われ、商業都市としても発展しました。江戸時代に

なると島のなかに広島藩直属の奉行所が設けられ、そのなかで歌舞伎や見世物等も盛んに

なるなど賑わうようになりました。

また、江戸時代初期の儒学者林春斎の「日本国事蹟考」のなかに、宮島は松島、天橋立

とともに日本三景の一つに数えられ、以後それは広く定着することになりました。

そして、平成８年12月に、国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）において、社殿を

中心とする嚴島神社と、前面の海及び背後の弥山を含む森林地域が世界遺産の文化遺産に

登録されました。

宮島の歴史的特性



２－２ 許可が不要な行為

都市計画事業の施行として行う行為や非常災害のため必要な応急措置として行う行

為、日常の管理行為など、次に掲げるものについて、許可は必要ありません。（条例第

２条第２項）

（１）都市計画事業の施行として行う行為

（２）国、県若しくは市又は都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は

市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

（３）非常災害のため必要な応急措置として行う行為

（４）建築物の新築、改築又は増築で、新築に係る建築物の床面積又は改築若しくは増

築に係る部分の床面積の合計が１０平方メートル以下であるもの（新築、改築又

は増築後の建築物の高さが１５メートルを超えることとなるものを除く。）

（５）建築物の移転で、移転に係る建築物の床面積が１０平方メートル以下であるもの

（６）次に掲げる工作物（建築物以外の工作物をいう。以下同じ。）の新築、改築、増

築又は移転

ア 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物

イ 祭典、催物等のための仮設の工作物

ウ 社寺境内地の鳥居、灯籠及びこれらの附属工作物並びに墓地内の墓碑、墓石そ

の他これらに類するもの及びこれらの附属工作物

エ 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの

オ 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台

カ アからオまでに掲げる工作物以外の工作物で、新築、改築、増築又は移転に係

る部分の高さが１．５メートル以下であるもの

（７） 屋根、壁面その他これらに類する建築物の部分以外の部分及び煙突、門、へい、

橋、鉄塔その他これらに類する工作物以外の工作物の色彩の変更

（８）面積が１０平方メートル以下の宅地の造成等で、高さが１．５メートルを超える

法(のり)を生ずる切土又は盛土を伴わないもの

（９）面積が１０平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓

（１０）次に掲げる木竹の伐採

ア 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採

イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

ウ 自家の日常生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

エ 仮植した木竹の伐採

オ 本項各号及び次条第２項各号に掲げる行為のため必要な測量、実地調査又は施

設の保守の支障となる木竹の伐採

（１１）土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第８号の宅地の造成等と同程

度のもの



（１２）次に掲げる屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

ア 面積が１０平方メートル以下で高さが１．５メートル以下である屋外における

土石、廃棄物又は再生資源の堆積

イ 工事現場で行う屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

（１３）前各号に掲げる行為のほか、次に掲げる行為

ア 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

イ 建築物の存する敷地内で行う行為で次に掲げるもの

（ア）当該敷地に存する建築物に附属する物干場、受信用の空中線系（その支持物

を含む。）その他これらに類する工作物の新築、改築、増築又は移転

（イ）高さが１．５メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わない宅地の造

成等

（ウ）高さが５メートルを超えない木竹の伐採

（エ）土石の類の採取で、その採取による地形の変更が(ｲ)の宅地の造成等と同程

度のもの

（オ）高さが１．５メートルを超えない屋外における土石、廃棄物又は再生資源の

堆積

ウ 電気通信事業又は有線放送業務（共同聴取業務に限る。以下同じ。）の用に供

する線路又は空中線系（その支持物を含む。以下同じ。）のうち、高さが１５

メートル以下であるものの新築（有線放送業務の用に供する線路又は空中線系

に係るものに限る。）、改築、増築又は移転

エ 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

（ア）建築物の新築、改築、増築又は移転

（イ）用排水施設（幅員が２メートル以下の用排水路を除く。）又は幅員が２メー

トルを超える農道若しくは林道の設置

（ウ）宅地の造成又は土地の開墾

（エ）水面の埋立て又は干拓

（オ）森林の択伐又は皆伐（林業を営むために行うものを除く。）



３ 許可基準

３－１ 許可基準

行為の種類の応じた許可の基準は、次表のとおりです。（条例第４条第１項）

行為の種類 許可基準

建築物その他の工

作物（以下「建築

物等」という。）の

新築

仮設の建築物

等

Ø建築物等の構造が、容易に移転し、又は除却することができること

Ø建築物等の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の

区域における風致と著しく不調和でないこと

地下に設ける

建築物等

Ø建築物等の位置及び規模が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の

区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと

その他の建築

物等

建

築

物

Ø建築物の高さが 15ｍ以下であること（ただし、建築物の位置、規

模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区

域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の

維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合におい

ては、この限りでない。）

Ø建ぺい率が 40％以下であること（ただし、土地の状況により支障

がないと認められる場合においては、この限りでない。）

Ø建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距

離が、道路に接する部分にあっては 2ｍ以上、その他の部分にあっ

ては 1ｍ以上であること（ただし、土地の状況により支障がないと

認められる場合においては、この限りでない。）

Ø建築物の位置、形態及び意匠が新築の行われる土地及びその周辺の

土地の区域における風致と著しく不調和でないこと

Ø建築物の新築で、敷地が造成された宅地又は埋立て若しくは干拓が

行われた土地であるときは、緑地率 20％以上であること（ただし、

土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限

りでない。）

工
作
物

Ø工作物の位置、規模、形態又は意匠が、新築の行われる土地及びそ

の周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと

建築物等の改築

建築物
改築後の位置、形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区

域における風致と著しく不調和でないこと

工作物
改築後の規模、形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区

域における風致と著しく不調和でないこと



行為の種類 許可基準

建築物等の増築

仮設の建築物

等

Ø建築物等の構造が、容易に移転し、又は除却することができること

Ø建築物等の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の

区域における風致と著しく不調和でないこと

地下に設ける

建築物等

Ø建築物等の位置及び規模が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の

区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと

その他の建築

物等

建

築

物

Ø建築物の高さが 15ｍ以下であること（ただし、建築物の位置、規

模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区

域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の

維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合におい

ては、この限りでない。）

Ø増築後の建ぺい率が 40％以下であること（ただし、土地の状況に

より支障がないと認められる場合においては、この限りでない。）

Ø増築部分の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの

距離が、道路に接する部分にあっては 2ｍ以上、その他の部分にあ

っては 1ｍ以上であること（ただし、土地の状況により支障がない

と認められる場合においては、この限りでない。）

Ø建築物の位置、形態及び意匠が増築の行われる土地及びその周辺の

土地の区域における風致と著しく不調和でないこと

工
作
物

Ø工作物の規模、形態又は意匠が、増築の行われる土地及びその周辺

の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと

建築物等の移転

建築物

Ø移転後の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距

離が、道路に接する部分にあっては 2ｍ以上、その他の部分にあっては 1ｍ

以上であること（ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合に

おいては、この限りでない。）

Ø移転後の建築物の位置が、移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域に

おける風致と著しく不調和でないこと

工作物
Ø移転後の工作物の位置が、移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域に

おける風致と著しく不調和でないこと

建築物等の色彩の

変更
Ø建築物等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と調和すること



行為の種類 許可基準

宅地の造成等

共通事項

Ø風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと

Ø宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育

に支障を及ぼすおそれが少ないこと

面積1haを超える

宅地の造成等

Ø高さが 5ｍを超える法を生ずる切土又は盛土を伴

わないこと

Ø面積が 1ha 以上である森林で風致の維持上特に枢

要であるものとして市長が指定したものの木竹の

伐採を伴わないこと（現在は、指定していません。）

面積１ha以下で、

高さ 5ｍを超える

法を生ずる切土又

は盛土を伴うもの

Ø適切な植栽を行うものであるなどにより切土又は

盛土により生ずる法が当該土地及びその周辺の土

地の区域における風致と著しく不調和とならない

もの

宅地の造成
Ø緑地率 10％以上であること（ただし、土地の状況により支障がないと認

められる場合においては、この限りでない。）

土地の開墾そ

の他の土地の

区画形質の変

更

Ø緑地率 20％以上であること（ただし、土地の状況により支障がないと認

められる場合においては、この限りでない。）

水面の埋立て

又は干拓

Ø水面の埋立て又は干拓後の地貌が、埋立て又は干拓を行うことにより生ずる土地及びその

周辺の土地の区域と著しく不調和とならないこと

木竹の伐採

共通事項
Ø伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致を損なうお

それが少ないこと

次のいずれかに該当すること

Ø建築物等の新築、改築、増築又は移転や宅地の造成等を行うために必要な最小限度である

こと

Ø森林の択伐

Ø伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐（風致の維持上特に枢要であるものと

して市長が指定したものを除く。）で、伐採区域の面積が 1ha 以下のもの

Ø森林である土地の区域外におけるもの



３－２ 許可の条件や注意事項

（１）許可条件（条例第４条第２項）

許可をするにあたり、都市の風致の維持上必要な条件を付することがあります。

（２）監督処分（条例第５条）

条例に違反する行為をした者には、風致を維持するために必要な限度において、違

反を是正するため必要な措置を命じることがあります。

（３）立入検査（条例第６条）

違反を是正するため、違反した土地に立ち入り、当該土地において行われている工

事の状況を検査することがあります。

（４）罰則（条例第８条～第１１条）

条例の規定に違反した場合には、罰則があります。

行為の種類 許可基準

土石の類の採

取

採取方法が露

天掘りである

場合

Ø必要な埋め戻し又は植栽をすることなどにより、採取が行われる土地及

びその周辺の土地の区域の風致の維持に著しい支障を及ぼさないこと

その他の場合
Ø採取が行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支

障を及ぼすおそれが少ないこと

屋外における

土石、廃棄物又

は再生資源の

堆積

Ø堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少

ないこと



４ 許可申請手続き

４－１ 許可申請の流れ

申 請 者

事 前 相 談

文化財保護法や自然公園法の

許 可 申 請

申 請

審 査

許 可 不 許 可

申 請 者

事前相談は任意です。ただし、風致地

区のほかに文化財保護法や自然公園

法の許可が必要であることから、それ

ぞれの許可権者と相談することをお

勧めします。（手続きがスムーズにな

ります。）

書式に定めはありませんが、行為

の内容が分かる図面をもってご相

談ください。 申請の順番に、決まりはありません

が、審査する際に、他法令の許可の状

況も考慮することがありますので、事

前に他法令の許可申請を行うよう、ご

協力をお願いします。

提出書類（２部）

・風致地区内建築等許可（変更）申請書（規則様式第１号）

・施行方法書（規則様式第４号）

・添付書類（P13参照）

風致地区内建築等許可（変更）申請

書、施行方法書は、ホームページか

らダウンロードできます。

https://www.city.hatsukaichi.hir

oshima.jp/soshiki/51/12419.ht

ml

不許可の場合、理由を付して通知しま

す。

申請地への標識の設置

許可を受けた内容を変更したい場合

や、行為を中止する場合は、別に申請

が必要です。

廿日市市 風致地区 検 索



４－２ 許可申請の方法

許可申請に必要な提出書類（正副２部）は、

次のとおりです。（規則第２条第１項）

※許可書に副本をつけてお返しします。

（１）風致地区内建築等許可（変更）申請書（規則様式第１号）

（２）施行方法書（規則様式第４号）

（３）添付書類

※風致地区内建築等許可（変更）申請書及び施行方法書は、ホームページからダウンロ

ードできます。

https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/51/12419.html

提出先 廿日市市役所 ６階 都市計画課（都市計画係）

〒738-8501 廿日市市下平良一丁目１１番１号

(（0829）30-9190〔直通〕

（記入の注意点）

■風致地区内建築等許可（変更）申請書

・申請者が法人の場合、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入してく

ださい。

・行為地は、「宮島都市計画 厳島風致地区内」とし、所在地番を記入してください。

■施行方法書

・申請者と土地所有者が異なる場合は、承諾書を添付して下さい。

・建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの敷地境界線までの距離は、最短の部分

の距離を記載し、配置図に図示してください。

・色彩について、文字で表現しがたい場合、立面図に着色するか見本などを添付して

ください。

・緑地の面積の計算方法は次表のとおりです。（規則第５条）

（例）高さ２ｍの木竹３本と延長距離５ｍの生け垣

⇒（２ｍ×２ｍ×３本）＋５＝１７㎡

種 類 計 算 方 法

木竹 高さ（ｍ）の２乗

生け垣 延長距離（ｍ）

芝生などの地被類 水平投影面積（㎡）

申請書（正） 申請書（副）

廿日市市 風致地区 検 索



（添付書類）

次に掲げる書類のほかに、審査する際に、他法令の許可の状況も考慮することがあり

ますので、「文化財保護法の許可書の写し」「自然公園法の許可書の写し」を添付するよ

うご協力をお願いします。（規則第２条第２項）

（１）建築物の新築、改築、増築、又は移転

（２）工作物の新築、改築、増築、又は移転

（３）建築物等の色彩の変更

■付近見取図 ・・・・・ 方位、道路、水路その他地形の概略

■配置図 ・・・・・・・ 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の

位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び申請

に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地

境界線までの距離並びに敷地の接する道路の位置及び

幅員

■各階平面図 ・・・・・ 縮尺及び方位

■２面以上の立面図 ・・・ 縮尺及び建築物の高さ

■植栽計画図 ・・・・・ 縮尺、木竹の位置、種類、高さ及び本数、生け垣の位

置、種類、高さ及び延長距離、芝生等の位置、種類及

び面積並びに緑地面積の算定式

（建築物の新築の場合で、建築物の敷地が造成された

宅地又は埋立て若しくは干拓が行われた土地であると

きに限り必要です。)

■付近見取図 ・・・・・ 方位、道路、水路その他地形の概略

■配置図 ・・・・・・・ 縮尺、方位、敷地の境界線及び申請に係る工作物の位

置

■平面図 ・・・・・・・ 縮尺及び主要部分の寸法

■側面図 ・・・・・・・ 縮尺、工作物の高さ及び主要部分の寸法

■付近見取図 ・・・・・ 方位、道路、水路その他地形の概略

■配置図 ・・・・・・・ 縮尺、方位、敷地の境界線及び申請に係る建築物等の

位置

■平面図 ・・・・・・・ 縮尺及び方位

■立面図又は側面図 ・・・ 縮尺及び建築物等の高さ



（４）宅地の造成等

（５）水面の埋立て又は干拓

（６）木竹の伐採

（７）土石の類の採取

（８）屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

■施行地区位置図 ・・・・ 縮尺、方位、地形の概略及び施行地区の位置

■施行地区区域図 ・・・・ 縮尺、方位、地形、施行地区の境界並びに施行地区内

及びその周辺の道路、水路その他の施設

■計画平面図 ・・・・・・ 縮尺、方位、施行地区の境界、切土又は盛土をする土

地の部分及び崖又は擁壁の位置

■横断面図及び縦断面図 ・ 縮尺及び切土又は盛土によって生ずる法の高さ

■植栽計画図 ・・・・・ 縮尺、木竹の位置、種類、高さ及び本数、生け垣の位

置、種類、高さ及び延長距離、芝生等の位置、種類及

び面積並びに緑地面積の算定式

■施行地区位置図 ・・・・ 縮尺、方位、地形の概略及び施行地区の位置

■施行地区区域図 ・・・・ 縮尺、方位、地形、施行地区の境界並びに施行地区内

及びその周辺の道路、堤防その他の施設

■計画平面図 ・・・・・・ 縮尺、方位、施行地区の境界、埋立て又は干拓の部分

及び堤防又は護岸の位置

■横断面図及び縦断面図 ・ 縮尺並びに高水位及び低水位又は最大満潮位及び最大

干潮位

■付近見取図 ・・・・・ 方位、道路、水路その他地形の概略

■平面図 ・・・・・・・ 縮尺、方位及び伐採計画区域

■付近見取図 ・・・・・ 方位、道路、水路その他地形の概略

■平面図 ・・・・・・ 縮尺、方位及び採取計画区域

■横断面図及び縦断面図 ・ 縮尺並びに採取前の地形及びその採取計画線

■施行地区位置図 ・・・・ 縮尺、方位、地形の概略及び施行地区の位置

■施行地区区域図 ・・・・ 縮尺、方位、地形、施行地区の境界並びに施行地区内

及びその周辺の道路、水路その他の施設

■計画平面図 ・・・・・ 縮尺、方位、施行地区の境界及び堆積を行う土地の部

分

■横断面図及び縦断面図 ・ 縮尺及び堆積の高さ



４－３ 標識の設置

許可を受けた場合、行為地に許可内容を示した標識の設置が必要です。（規則第３条）

（例）建築物の新築の場合

※行為地内の見えやすい位置に掲示してください。

※大きさに定めはありませんが、A3サイズ程度の見えやすい大きさとしてください。

※行為の着手日から完了日まで間、掲示してください。

風致地区内建築等許可標識

許可を受けた者の住所・氏名
廿日市市宮島町○○○

廿日市 太郎

許可を受けた行為の種類 建築物の新築

許可年月日及び許可番号 平成○○年○月○日 指令廿第○○○○○号



５ 協議及び通知を要する行為

５－１ 協議を要する行為

次に掲げる者が行う行為は、許可を受ける代わりに、本市と協議を行う必要がありま

す。この場合、許可基準を遵守してください。（条例第３条第１項）

・国

・広島県

・市

・国立研究開発法人森林総合研究所

・独立行政法人中小企業基盤整備機構

・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

・独立行政法人労働者健康安全機構

・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

・独立行政法人水資源機構

・独立行政法人国立病院機構

・独立行政法人環境再生保全機構

・独立行政法人都市再生機構

・広島県住宅供給公社

申請方法は、４－２許可申請の方法（P１２～）を準用します。ただし、「風致地区内

建築等許可（変更）申請書（規則様式第１号）」を「風致地区内建築等（変更）協議書

（規則様式第２号）」に読み替えてください。

※風致地区内建築等（変更）協議書及び施行方法書は、ホームページからダウンロード

できます。

https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/51/12419.html

５－２ 通知を要する行為

次に掲げる行為を行う場合は、許可及び協議は不要です。ただし、事前に本市へ通知

を行う必要があります。（条例第３条第２項）

（１）河川法（昭和３９年法律第１６７号）第３条第１項に規定する河川又は同法第１０

廿日市市 風致地区 検 索



０条第１項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

（２）砂防法（明治３０年法律第２９号）による砂防工事の施行又は砂防設備の管理（同

法に規定する事項が準用されるものを含む。）に係る行為

（３）地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）による地すべり防止工事の施行に係

る行為

（４）急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）による

急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

（５）海岸法（昭和３１年法律第１０１号）による海岸保全施設に関する工事の施行又は

海岸保全施設の管理に係る行為

（６）森林法（昭和２６年法律第２４９号）第４１条に規定する保安施設事業の施行に係

る行為

（７）独立行政法人水資源機構法（平成１４年法律第１８２号）第１２条第１項（同項第

４号を除く。）に規定する業務に係る行為（第１号に掲げるものを除く。）

（８）道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）による信号機又は道路標識の設置又は管

理に係る行為

（９）航路標識法（昭和２４年法律第９９号）による航路標識の設置又は管理に係る行為

（１０）港則法（昭和２３年法律第１７４号）による信号所の設置又は管理に係る行為

（１１）航空法（昭和２７年法律第２３１号）による航空保安施設で公共の用に供するも

の又は同法第９６条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー又は通信設

備の設置又は管理に係る行為

（１２）気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する

設備の設置又は管理に係る行為

（１３）自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）による公園事業若しくは生態系維持回

復事業又は広島県立自然公園条例（昭和３４年広島県条例第４１号）による公園事業

の執行に係る行為

（１４）都市公園法（昭和３１年法律第７９号）による都市公園又は公園施設の設置又は

管理に係る行為

（１５）土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）による土地改良事業の施行に係る行為

（水面の埋立て及び干拓を除く。）

（１６）地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は

漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

（１７）文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第２７条第１項の規定により指定さ

れた重要文化財、同法第７８条第１項の規定により指定された重要有形民俗文化財、

同法第９２条第１項に規定する埋蔵文化財又は同法第１０９条第１項の規定により

指定され、若しくは同法第１１０条第１項の規定により仮指定された史跡名勝天然記

念物の保存に係る行為

（１８）鉱業法（昭和２５年法律第２８９号）第３条第１項に規定する鉱物の掘採に係る

行為



（１９）高速自動車国道若しくは道路法（昭和２７年法律第１８０号）による自動車専用

道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の

道路（道路運送法(昭和２６年法律第１８３号)による一般自動車道を除く。）とを連絡

する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路（高速自動車国道及び自動車

専用道路を除く。）の改築（小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道

路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。）、維持、修繕若しくは災害復旧に係

る行為

（２０）道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道（鉄道若しくは軌道の代替に係

るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。）の造設（これら

の自動車道とこれらの自動車道以外の道路（高速自動車国道及び道路法による自動車

専用道路を除く。）とを連絡する施設の造設を除く。）又は管理に係る行為

（２１）森林法第５条の地域森林計画に定める林道の新設又は管理に係る行為

（２２）独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設（駅、操車

場、車庫その他これらに類するもの（以下「駅等」という。）の建設を除く。）又は管

理に係る行為

（２３）鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）による鉄道事業者又は索道事業者が行う

鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設（鉄道事業

にあっては、駅等の建設を除く。）又は管理に係る行為

（２４）軌道法（大正１０年法律第７６号）による軌道の敷設（駅等の建設を除く。）又

は管理に係る行為

（２５）国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに

係る電線通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

（２６）電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）による電気通信事業の用に供する線

路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管

理に係る行為

（２７）放送法（昭和２５年法律第１３２号）第２条第２号に規定する基幹放送又は有線

テレビジョン放送（有線電気通信設備を用いて行われる同条第１８号に規定するテレ

ビジョン放送をいう。）の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設

備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

（２８）水道法（昭和３２年法律第１７７号）による水道事業若しくは水道用水供給事業

若しくは工業用水道事業法（昭和３３年法律第８４号）による工業用水道事業の用に

供する施設又は下水道法（昭和３３年法律第７９号）による下水道の排水管若しくは

これを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

（２９）電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）による電気事業の用に供する電気工作

物の設置（発電の用に供する電気工作物の設置を除く。）又は管理に係る行為

（３０）ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）によるガス工作物の設置（液化石油ガス

以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。）又は

管理に係る行為



（３１）国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る

行為

（３２）自動車ターミナル法（昭和３４年法律第１３６号）によるバスターミナルの設置

又は管理に係る行為

（３３）漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第３条第１号に掲げる基本施設又

は同条第２号イ及びロに掲げる機能施設に関する工事の施行又は漁港施設の管理に

係る行為

（３４）港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第２条第５項第１号から第５号までに掲げ

る港湾施設（同条第６項の規定により同条第５項第１号から第５号までに掲げる港湾

施設とみなされた施設を含む。）に関する工事の施行又は港湾施設の管理に係る行為

申請方法は、４－２許可申請の方法（P12～）を準用します。ただし、「風致地区内建

築等許可（変更）申請書（規則様式第１号）」を「風致地区内建築等（変更）通知書（規

則様式第４号）」に読み替えてください。

※風致地区内建築等（変更）通知書及び施行方法書は、ホームページからダウンロードで

きます。

https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/51/12419.html

手引きの改定経緯

年月日 改定の主な内容

■平成２５年４月 ■第２次一括法整備等政令の施行に伴う政令の改正を受けて、広島

県条例から市条例に移行したため、手引きを策定（初版）

■平成２９年８月 ■独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律

の整備等に関する法律を受け、必要な規定の整理

■令和元年６月 ■厳島風致地区の区域の縮小による手引きの改定。

■令和６年１月 ■申請書などの押印廃止による様式の改定。

廿日市市 風致地区 検 索



（別記）

様式第１号（第２条関係）

注 １ 行為の種類の欄には、該当事項の□の中にレ印を記入すること。

２ 許可変更申請書の場合は、「その他参考事項」欄に変更の概要及び許可番号を記入する

こと。

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。

風致地区内建築等許可（変更）申請書

年 月 日

廿 日 市 市 長 様

申請者 住 所

氏 名

廿日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平成２４年条例第３４号）第２条第

１項の規定による許可（変更の許可）を受けたいので、次のとおり申請します。

行 為 地

宮島 都市計画 厳島 風致地区内

廿日市市 宮島町

行 為 の 種 類

□建築物の新築、改築、増築又は移転

□工作物の新築、改築、増築又は移転

□建築物等の色彩の変更

□宅地の造成 □土地の開墾 □その他の土地の形質の変更

□水面の埋立て □干拓

□木竹の伐採

□土石の類の採取

□屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

目 的

行 為 の 内 容 別紙施行方法書及び添付図面のとおり

完了予定期日 年 月 日

その他参考事項

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名



様式第２号（第２条関係）

注 １ 行為の種類の欄には、該当事項の□の中にレ印を記入すること。

２ 変更協議書の場合は、「その他参考事項」欄に変更の概要を記入すること。

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。

風致地区内建築等（変更）協議書

年 月 日

廿 日 市 市 長 様

申請者 住 所

氏 名

廿日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平成２４年条例第３４号）第３条第

１項の規定により、次のとおり協議（変更の協議）します。

行 為 地

宮島 都市計画 厳島 風致地区内

廿日市市 宮島町

行 為 の 種 類

□建築物の新築、改築、増築又は移転

□工作物の新築、改築、増築又は移転

□建築物等の色彩の変更

□宅地の造成 □土地の開墾 □その他の土地の形質の変更

□水面の埋立て □干拓

□木竹の伐採

□土石の類の採取

□屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

目 的

行 為 の 内 容 別紙施行方法書及び添付図面のとおり

完了予定期日 年 月 日

その他参考事項

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名



様式第３号（第２条関係）

注 １ 行為の種類の欄には、該当事項の□の中にレ印を記入すること。

２ 変更通知書の場合は、「その他参考事項」欄に変更の概要を記入すること。

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。

風致地区内建築等（変更）通知書

年 月 日

廿 日 市 市 長 様

申請者 住 所

氏 名

廿日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平成２４年条例第３４号）第３条第

２項の規定により、次のとおり通知（変更の通知）します。

行 為 地

宮島 都市計画 厳島 風致地区内

廿日市市 宮島町

行 為 の 種 類

□建築物の新築、改築、増築又は移転

□工作物の新築、改築、増築又は移転

□建築等の色彩の変更

□宅地の造成 □土地の開墾 □その他の土地の形質の変更

□水面の埋立て □干拓

□木竹の伐採

□土石の類の採取

□屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

目 的

行 為 の 内 容 別紙施行方法書及び添付図面のとおり

完了予定期日 年 月 日

その他参考事項

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名



様式第４号（第２条関係） 

施 行 方 法 書              

土 地 所 有 者 の 住 所 及 び 氏 名 住所  氏名  

建築物の新

築、改築、

増築又は移

転 

(１) 行為の種類 

□仮設の場合 

□地下の場合 

□その他の場合 

□新築 □改築 □増築 □移転 

(２) 構造 
□木造 □コンクリートブロック造り □鉄骨造り 

□鉄筋コンクリート造り □         

(３) 用途  

(４) 高さ（深さ） 地上     メートル 地下     メートル 

(５) 建築物の建築

面積の敷地面積に

対する割合 

敷地面積     平方メートル 

   (ａ) 

建築面積 既設     平方メートル 今回申請分 

       (ｂ)                (ｃ) 

     平方メートル 計     平方メートル 

             (ｄ) 

建ぺい率     パーセント 

  (ｄ／ａ×100) 

(６) 建築物の外壁

又はこれに代わる

柱の面から敷地の

境界線までの距離 

道路に接する部分     メートル 

 

その他の部分     メートル 

(７) 色彩 屋根      外壁      その他     

(８) 木竹が保全さ

れ、又は適切な植

栽が行われる土地

の面積の建築物の

敷地の面積に対す

る割合 

敷地面積     平方メートル 

   (ａ) 

緑地面積 保全     平方メートル 

      (ｂ) 

植栽     平方メートル 計     平方メートル 

  (ｃ)            (ｄ) 

緑地率     パーセント 

  (ｄ／ａ×100) 

(９) その他  

  



工作物の新

築、改築、

増築又は移

転 

(１) 行為の種類 

□仮設の場合 

□地下の場合 

□その他の場合 

□新築 □改築 □増築 □移転 

(２) 種目及び構造 種目          構造         

(３) 規模 
高さ 地上    メートル 長さ    メートル 

   地下    メートル 面積    平方メートル 

(４) 色彩  

(５) その他  

建築物等の

色彩の変更 

(１) 建築物、工作

物の別及び変更す

る部分 

□建築物         

 

□工作物         

(２) 変更する面積      平方メートル 

(３) 変更前後の色

 彩 
変更前        変更後         

(４) その他  

宅 地 の 造

成、土地の

開墾その他

の土地の形

質 の 変 更

(以下「宅地

の造成等」

という｡) 

(１) 面積      ヘクタール 

(２) 木竹が保全さ

れ、又は適切な植

栽が行われる土地

の面積の宅地の造

成等に係る土地の

面積に対する割合 

宅地の造成等に係る土地の面積     平方メートル 

            (ａ) 

緑地面積 保全     平方メートル 

      (ｂ)   

植栽     平方メートル計     平方メートル 

 (ｃ)          (ｄ) 

緑地率     パーセント 

  (ｄ／ａ×100) 

(３) 法
のり

の高さ 
切土又は盛土による法の高さ 最大     メートル 

平均約     メートル 

(４) 風致維持のた

めの措置を行う場

合は、その概要 

法に対する措置 

 

その他の措置 

 

(５) その他  

水面の埋立

て又は干拓 

(１) 面積      ヘクタール 

(２) その他  



木竹の伐採 

(１) 行為の種類 □森林の皆伐 □森林の択伐 □その他      

(２) 伐採する面積      ヘクタール 

(３) 伐採する樹種

（主なもの） 
 

(４) 伐採後の措置  

土石の類の

採取 

(１) 採取の方法 □露天掘 □その他      

(２) 採取する面積      ヘクタール 

(３) 採取物の種類

（主なもの） 
 

(４) 採取後の措置  

屋外におけ

る土石、廃

棄物又は再

生資源の積 

(１) 面積      平方メートル 

(２) 高さ      メートル 

(３) 種類  

(４) その他  

 注 １ 申請者が土地の所有者と異なるときは、土地所有者の承諾書を添付すること。 

   ２ 建築物の新築、改築、増築又は移転の欄(８)については、造成された宅地又は

埋立て若しくは干拓が行われたことにより生じた土地で建築物の新築を行う場合

のみ記入すること。 

   ３ 該当事項の□の中にはレレレレ印を記入すること。 

   ４ 不用の欄は、消すこと。 

 



様式第５号（第４条関係）

風致地区内建築等中止届出書

年 月 日

廿 日 市 市 長 様

申請者 住 所

氏 名

次のとおり風致地区内における建築等を中止しました。

注 １ 用紙の大きさは、日本産業規格A列４とする。

行 為 地

宮島 都市計画 厳島 風致地区内

廿日市市 宮島町

行 為 の 種 類

許 可 年 月 日

及び指令番号
平成 年 月 日 指令廿第 号

中 止 の 理 由

中 止 年 月 日 年 月 日

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名


